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公布された法令のあらまし 

 

◎兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則（規則第10号） 

地方税法等の一部改正により、ガス供給業に係る法人事業税の課税方式が見直されること等に伴い、所要の

整備を行うこととした。 

◎行財政運営審議会規則の一部を改正する規則（規則第11号） 

 行財政の運営に関する条例の一部改正に伴い、行財政運営審議会の名称を改める等所要の整備を行うことと

した。 
 

規 則 

 

 兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県規則第10号 

   兵庫県税条例施行規則の一部を改正する規則 

 兵庫県税条例施行規則（昭和35年兵庫県規則第78号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の２第１項第１号中「法人」の右に「並びに同項第４号に掲げる事業を行う法人」を加える。 

様式第24号中 

「 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額  ○45  

 

外国の法人税額等の控除額          ○46   

仮装経理に基づく控除額           ○47   

差引法人税割額 

○43-○44 -○45 -○46 -○47                ○48  

 

既に納付の確定した法人税割額        ○49   
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租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額             ○50  

 

再差引法人税割額 

○48-○49 -○50                   ○51  

 

均等割額                  ○52   

既に納付の確定した均等割額         ○53   

差引均等割額 

○52 -○53                    ○54  

 

県民税の合計額 

○51 +○54                    ○55  

 

○55のうち仮装経理に基づく過大 

申告の更正による税額            ○56  

 

○55のうち租税条約の実施に 

係る更正による税額             ○57  

 

差引県民税の合計額 

○55 -○56 -○57         ○58  

年度  

                                         」 

を 

「 

税額控除超過額相当額の加算金        ○45  
 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額   ○46  
 

外国の法人税額等の控除額          ○47   

仮装経理に基づく控除額            ○48   

差引法人税割額 

○43 -○44 +○45 -○46 -○47 -○48               ○49  

 

既に納付の確定した法人税割額         ○50   

租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額              ○51  
 

再差引法人税割額 

○49-○50 -○51                        ○52  
 

均等割額                   ○53   

既に納付の確定した均等割額          ○54  
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差引均等割額 

○53-○54                          ○55  
 

県民税の合計額 

○52+○55                     ○56 
 

○56のうち仮装経理に基づく過大 

申告の更正による税額             ○57 
 

○56のうち租税条約の実施に 

係る更正による税額              ○58 

 

差引県民税の合計額 

○56-○57-○58           ○59 

年度  

                                         」 

に改める。 

様式第24号の２中 

「 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は

個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
○57  

 

外国の法人税額等の控除額 ○58 
 

仮装経理に基づく控除額 ○59 
 

差引法人税割額 

○55－○56－○57－○58－○59 
○60 

 

既に納付の確定した法人税割額 ○61 
 

租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額 
○62 

 

再差引法人税割額 

○60－○61－○62 
○63 

 

均等割額 ○64 
 

既に納付の確定した均等割額 ○65 
 

差引均等割額 

○64－○65 
○66  

 

県民税の合計額 

○63＋○66 
○67 

 

○67のうち仮装経理に基づく過大申 

告の更正による税額 
○68 

 

○67のうち租税条約の実施に係る更 

正による税額 
○69 

 

差引県民税の合計額 

○67－○68－○69       ○70 

年度  

                                         」 
を 
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「 

税額控除超過額相当額の加算額 ○57 
 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は

個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
○58 

 

外国の法人税額等の控除額 ○59 
 

仮装経理に基づく控除額 ○60 
 

差引法人税割額 

○55－○56＋○57－○58－○59－○60 
○61 

 

既に納付の確定した法人税割額 ○62 
 

租税条約の実施に係る 

法人税割額の控除額 
○63 

 

再差引法人税割額 

○61－○62－○63 
○64 

 

均等割額 ○65 
 

既に納付の確定した均等割額 ○66 
 

差引均等割額 

○65－○66 
○67 

 

県民税の合計額 

○64＋○67 
○68 

 

○68のうち仮装経理に基づく過大申 

告の更正による税額 
○69 

 

○68のうち租税条約の実施に係る更 

正による税額     
○70 

 

差引県民税の合計額 

○68－○69－○70       ○71 

年度   

                                         」 
に改める。 
 様式第36号２ページの部及び４ページの部、様式第41号１ページの部並びに様式第42号２ページの部中「令

和４年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の兵庫県税条例施行規則様式第24号、様式第24号の２、様式第36号、様式第41号及

び様式第42号については、この規則の施行の際現に残存するこの規則による改正前の兵庫県税条例施行規則

様式第24号、様式第24号の２、様式第36号、様式第41号及び様式第42号（以下「旧様式」という。）による用

紙に限り、旧様式によることができる。 

 

 行財政運営審議会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月31日 
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                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

兵庫県規則第11号 

   行財政運営審議会規則の一部を改正する規則 

行財政運営審議会規則（平成31年兵庫県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

県政改革審議会規則 

第１条中「行財政の運営に関する条例」を「県政改革の推進に関する条例」に、「行財政運営審議会」を「県

政改革審議会」に改める。 

附則第２項中「平成41年３月31日」を「令和11年３月31日」に改める。 

附則第３項中「平成37年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「平成41年３月31日」を「令和11年３月31

日」に改める。 

 


